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兵庫県告示第1180号 

姫路市の区域内に次の土地が新たに生じたものであることを平成20年10月２日に確認した旨、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第９条の５第１項の規定により、姫路市長から届出があった。 

  平成20年12月２日 

兵庫県公報
発  行  人 

兵   庫   県 
神戸市中央区下山手通 

５丁目10番１号 

毎週火曜日及び金曜日発行、 

その日が休日のときはその翌日 （兵庫県民の旗＝県旗）平成20年12月２日 火曜日  第 2036 号 
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兵庫県知事 井 戸 敏 三  

所     在     地 面  積 

姫路市家島町坊勢字坊崎697の147の地先の公有水面埋立地 1,459.21㎡

 

 

兵庫県告示第1181号 

姫路市の区域内に次の土地が新たに生じたものであることを平成20年10月２日に確認した旨、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第９条の５第１項の規定により、姫路市長から届出があった。 

  平成20年12月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

所     在     地 面  積 

姫路市広畑区富士町７の２及び７の４の地先の公有水面埋立地 10,361.61㎡

姫路市広畑区富士町７の２、７の３、12の６及び12の８の地先の公有水面埋立地 2,442.92㎡

 

 

兵庫県告示第1182号 

明石市の区域内に次の土地が新たに生じたものであることを平成20年６月25日に確認した旨、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第９条の５第１項の規定により、明石市長から届出があった。 

  平成20年12月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

所     在     地 面  積 

明石市二見町東二見1633の１、1635から1637まで、1637の１、1799、1804から1806ま

で、1810、1811、2013及び2017の７に隣接する護岸敷の地先の平成11年１月28日付兵

庫県指令港第37号の９で竣功認可された埋立地並びに1811、1815、1822の１、1822の

３、1823、1828、1832の１、1832の２、1833の１、1833の４及び1836の１に隣接する

護岸敷の地先の公有水面埋立地 

3,947.49㎡

 

 

兵庫県告示第1183号 

淡路市の区域内に次の土地が新たに生じたものであることを平成20年９月30日に確認した旨、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第９条の５第１項の規定により、淡路市長から届出があった。 

  平成20年12月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

所     在     地 面  積 

淡路市富島字大年西濱394、富島字大年中濱403の23、403の25及び403の26に隣接する

無番の地先の公有水面埋立地 
15,247.07㎡

 

 

兵庫県告示第1184号 

淡路市の区域内に次の土地が新たに生じたものであることを平成20年９月30日に確認した旨、地方自治法（昭

和22年法律第67号）第９条の５第１項の規定により、淡路市長から届出があった。 
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  平成20年12月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

所     在     地 面  積 

淡路市室津字森ノ下1860の１、室津字濱2370の４、2371、2373の１、2373の４、2374

の１から2374の３まで、2374の５、2375の４、2375の５、2384の１、2384の２、2385

の１、2385の２、2385の８、2400の１、2400の２、2402、2403、2414の１、2415、2416

の４、2417、2418の１、2429の２、2429の８、2429の13、2429の22、2430の３、2430

の４、室津字宮田2453の２、2453の４、2453の10、2456の１、2456の２、2458の１、

2458の２、2481の１、2481の４、2482、2517、2518の１、2518の２、2519の１、2519

の２、2521の１、2521の３、2522及び2523の１に隣接する国有海浜地の地先の公有水

面埋立地 

11,802.79㎡

 

 

兵庫県告示第1185号 

神戸市の区域内において、次のとおり、町及び字の区域の変更をする旨、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第260条第１項の規定により、神戸市長から届出があった。 

この届出に係る処分は、平成20年12月15日からその効力を生ずるものとする。 

  平成20年12月２日 

                       兵庫県知事 井 戸 敏 三 

変   更   前 変 更 後 

町 地      番 町 字 

桜ヶ丘町 136の２ 高  羽 瀧 ノ 奥

備考 地番は、平成20年７月９日現在の地番である。 

 

兵庫県告示第1186号 

姫路市の区域内において、次のとおり、町及び字の区域の変更をする旨、地方自治法（昭和22年法律第67号）

第260条第１項の規定により、姫路市長から届出があった。 

  平成20年12月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

編  入  す  る  区  域 

所  在  地 面  積 

編入先の町及び字 

姫路市家島町坊勢字坊崎697の147の地先の公有水面埋立地 1,459.21㎡ 家島町坊勢字奈座の浜 

備考 地番は、平成20年７月18日現在の地番である。 

 

兵庫県告示第1187号 

姫路市の区域内において、次のとおり、町の区域の変更をする旨、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260

条第１項の規定により、姫路市長から届出があった。 

  平成20年12月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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編  入  す  る  区  域 

所  在  地 面  積 

編入先の町 

姫路市広畑区富士町７の２及び７の４の地先の公有水面埋

立地 
10,361.61㎡ 広畑区富士町 

姫路市広畑区富士町７の２、７の３、12の６及び12の８の

地先の公有水面埋立地 
2,442.92㎡ 広畑区富士町 

備考 地番は、平成20年７月18日現在の地番である。 

 

兵庫県告示第1188号 

明石市の区域内において、次のとおり、字の区域の変更をする旨、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260

条第１項の規定により、明石市長から届出があった。 

  平成20年12月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

編  入  す  る  区  域 

所  在  地 面 積 

編入先の字 

明石市二見町東二見1633の１、1635から1637まで、1637の

１、1799、1804から1806まで、1810、1811、2013及び2017

の７に隣接する護岸敷の地先の平成11年１月28日付兵庫県

指令港第37号の９で竣功認可された埋立地並びに1811、

1815、1822の１、1822の３、1823、1828、1832の１、1832

の２、1833の１、1833の４及び1836の１に隣接する護岸敷

の地先の公有水面埋立地 

3,947.49㎡ 二見町東二見字二番地 

備考 地番は、平成９年８月５日現在の地番である。  

 

兵庫県告示第1189号 

淡路市の区域内において、次のとおり、字の区域の変更をする旨、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260

条第１項の規定により、淡路市長から届出があった。 

  平成20年12月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  

編  入  す  る  区  域 

所  在  地 面 積 

編入先の字 

淡路市富島字大年西濱394、富島字大年中濱403の23、403

の25及び403の26に隣接する無番の地先の公有水面埋立地 
15,247.07㎡ 富島字大年西濱 

 備考 地番は、平成20年７月31日現在の地番である。 

 

兵庫県告示第1190号 

淡路市の区域内において、次のとおり、字の区域の変更をする旨、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260

条第１項の規定により、淡路市長から届出があった。 

  平成20年12月２日 

兵庫県知事 井 戸 敏 三  
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編  入  す  る  区  域 

所  在  地 面 積 

編入先の字 

淡路市室津字森ノ下1860の１、室津字濱2370の４、2371、

2373の１、2373の４、2374の１から2374の３まで、2374の

５、2375の４、2375の５、2384の１、2384の２、2385の１、

2385の２、2385の８、2400の１、2400の２、2402、2403、

2414の１、2415、2416の４、2417、2418の１、2429の２、

2429の８、2429の13、2429の22、2430の３、2430の４、室

津字宮田2453の２、2453の４、2453の10、2456の１、2456

の２、2458の１、2458の２、2481の１、2481の４、2482、

2517、2518の１、2518の２、2519の１、2519の２、2521の

１、2521の３、2522及び2523の１に隣接する国有海浜地の

地先の公有水面埋立地 

11,802.79㎡ 室津字濱 

 備考 地番は、平成20年７月31日現在の地番である。 

 

兵庫県告示第1191号 

 住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）に基づく住居表示の実施に伴い、神戸市の区域内において、

次のとおり、町の区域の変更をする旨、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、神戸

市長から届出があった。 

 この届出に係る処分は、平成20年12月15日からその効力を生ずるものとする。 

  平成20年12月２日 

                       兵庫県知事 井 戸 敏 三 

変 更 前 の 区 域 及 び 名 称 変 更 後 の 区 域 及 び 名 称 

別  図  １ 別  図  ２ 

 

変更後の町名 変  更  後  の  境  界  線 
変更後の区域に含まれる

変更前の町名 

西岡本７丁目 本山町岡本字十文字山1202の48、同1202の13、同1202

の14、同1202の２、同1202の20及び同1202の３に隣接

する道路の北、東及び南筆界、同1202の３の西及び北

筆界、同1202の３に隣接する道路の北筆界、同1202の

49、同1202の18、同1202の49、同1202の48の北筆界 

本山町岡本の一部 

備考 地番は、平成20年６月５日現在の地番である。 
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兵庫県告示第1192号 

 住居表示に関する法律（昭和37年法律第119号）に基づく住居表示の実施に伴い、神戸市の区域内において、

次のとおり、町の区域の変更をする旨、地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条第１項の規定により、神戸

市長から届出があった。 

 この届出に係る処分は、平成20年12月15日からその効力を生ずるものとする。 

  平成20年12月２日 

                       兵庫県知事 井 戸 敏 三 

変 更 前 の 区 域 及 び 名 称 変 更 後 の 区 域 及 び 名 称 

別  図  １ 別  図  ２ 

 

変更後の町名 変  更  後  の  境  界  線 
変更後の区域に含まれる

変更前の町名 

桜ヶ丘町 高羽字瀧ノ奥５の19、同５の21 高羽の一部 

備考 地番は、平成20年７月９日現在の地番である。 

 








